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。
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す
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、
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よ
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。
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す
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改
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る
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す
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令
和
六
年
七
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一
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事
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す
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す
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す
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す
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。
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。
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の
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則
は
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令
和
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十
月
一
日
か
ら
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行
す
る
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こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
契
約
事
務
の
委
任
等
に
関

す
る
規
則
の
規
定
は
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こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行

日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
行
わ
れ
る
公
告
そ
の
他
の
契
約
の
申
込

み
の
誘
引
に
よ
る
契
約
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
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◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
東
京
都
規
則
第

百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一　

一
の
部
⑹
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
公
告
そ
の
他
の
契
約
の
申
込
み
の
誘
引
に
よ
る
契
約
で
施
行
日

以
後
に
入
札
執
行
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

水
道
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
七
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
九
号

水
道
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

水
道
法
施
行
細
則
（
平
成
十
六
年
東
京
都
規
則
第
百
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣

及
び
環
境
大
臣
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「厚

生
労
働
省
令

」
を

「国
土
交
通
省
令

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
三
号
様
式
中
「厚

生
労
働
大
臣

」
を
「国

土
交
通
大

臣
及
び
環
境
大
臣

」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
水
道
法

施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
、
第
三
号
様
式
及
び
第
三
十
三
号
様

式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加

え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
六
年
七
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子



3 令和6年7月1日（月曜日） （第18094号）東　京　都　公　報

港湾施設名

二級(知事が指定

する客船ターミナ

ル施設)

一級(知事が指定

する客船ターミナ

ル施設)

特級(知事が指定

する客船ターミナ

ル施設)

二級(知事が指定

する客船ターミナ

ル施設)

一級(知事が指定

する客船ターミナ

ル施設)

特級(知事が指定

する客船ターミナ

ル施設)

二級(知事が指定

する客船ターミナ

ル施設)

一級(知事が指定

する客船ターミナ

ル施設)

特級(知事が指定

する客船ターミナ

ル施設)

映画、テレビ及びビデオ

の撮影

　一時間までごとに

写真の撮影

　一時間までごとに

映画、テレビ及びビデオ

の撮影

　一時間までごとに

写真の撮影

　一時間までごとに

映画、テレビ及びビデオ

の撮影

　一時間までごとに

写真の撮影

　一時間までごとに

三万円

六千七百五十円

千五百六十円

五十円

二万四千円

八千円

百二十円

三万六千円

一万二千円

百七十円
千円

三千円

四千円

二時間までの使用料

に三十分ごとに百円

を加算した額
四百円

八千円

八千円

一万二千五百円

十万円

五万円

四万円

二万円

千百五十円

千七百五十円

二千六百円

二千三百円

三千五百円

五千二百円

二万円

九万一千円

十一万五千円

二千三百円

二千三百円

五千二百円

千四百五十円

三千五百円

五千二百円

使用料

別記第十号の三様式

別記第十号様式

別記第十号様式

別記第十号様式

申請書様式

別記第七号様式

別記第十号の二様式

別記第十号の二様式

別記第十号の二様式

別記第九号の二様式

-

別記第九号様式

一月一平方メートルまでごとに

一月一平方メートルまでごとに

一月一平方メートルまでごとに

一月一平方メートルまでごとに

一月一平方メートルまでごとに

単位

一月一平方メートルまでごとに

一月一平方メートルまでごとに

一月一台につき

一月一台につき

一月一台につき

一月一平方メートルまでごとに

午後(午後一時から午後四時三十分ま

で)

午前(午前九時から正午まで)

一月一平方メートルまでごとに

一月一平方メートルまでごとに

一月一平方メートルまでごとに

一月一平方メートルまでごとに

一回一台につき二時間まで

午後四時三十分から午後五時三十分まで

(午後及び夜間を継続して使用する場合

を除く。)

正午から午後一時まで(午前及び午後を

継続して使用する場合を除く。)

午前九時前又は午後九時三十分後

　それぞれ一時間までごとに

全日(午前九時から午後九時三十分ま

で)

夜間(午後五時三十分から午後九時三十

分まで)

業としての写

真等の撮影の

ための使用

一日一平方メートルまでごとに

一日一台につき

一日一台につき

一日一台につき

一回一台につき二時間を超える場合

二級(知事が指定する客船

ターミナル施設)

一級(知事が指定する客船

ターミナル施設)

特級(知事が指定する客船

ターミナル施設)

一般
使用

定期
使用

一台二十四時間までごとに

業としての写

真等の撮影の

ための使用

一日一平方メートルまでごとに

業としての写

真等の撮影の

ための使用

一日一平方メートルまでごとに

土地、

工作物

又は床

面。た

だし、

港湾施

設用地

に係る

ものを

除く。

二級(知事が指定する客船

ターミナル施設)

一級(知事が指定する客船

ターミナル施設)

特級(知事が指定する客船

ターミナル施設)

二級(知事が指定する客船

ターミナル施設)

特級(知事が指定する客船

ターミナル施設)

食堂
店舗

事務室

種別

二級(知事が指定する客船

ターミナル施設)

一級(知事が指定する客船

ターミナル施設)

特級(知事が指定する客船

ターミナル施設)

その他

機械精算式駐車場

壁面

備考　機械精算式駐車場における二時間を超える場合の使用料については、一日当たりの使用料の最高限度額を千円とする。

客船ターミナ

ル施設

 ⑹　客船ターミナル施設

旅客乗降用渡橋

待合所施設

駐車場

ホール

その他

駐車場
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を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
二
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
一
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

東
村
山
市
及
び
東
久
留
米
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
六
年
八
月
三
十
日
か
ら
同
年
十
月
八
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠　

	

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡　

	

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。
）

四

検
査
場
所

㈠　

	

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡　

	

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
一
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
一
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

清
瀬
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
六
年
八
月
二
十
日
か
ら
同
年
九
月
五
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠　

	

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡　

	

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

別
表
第
一　

一
の
部
⑻
の
款
水
産
物
用
荷
役
施
設
の
項
中
「
三
千

八
十
八
万
五
百
円
」
を
「
二
千
三
百
十
一
万
九
千
円
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

別
表
第
一　

一
の
部
⑻
の
款
水
産
物
用
荷
役
施
設
の
項
の
改
正
規

定
及
び
次
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
令
和

六
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正

後
の
別
表
第
一　

一
の
部
⑻
の
款
水
産
物
用
荷
役
施
設
の
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
二
千
三
百
十
一
万
九
千
円
」

と
あ
る
の
は
、
「
二
千
四
百
八
十
四
万
四
百
円
」
と
す
る
。

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十

号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
（
皮
革
面

積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
同

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
一
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

北
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
六
年
九
月
五
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
三
日
ま

で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
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項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
一
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

江
東
区
及
び
大
田
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
二
ト
ン
以
下
の
も
の
及
び

同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使
用
す
る
ひ
ょ
う
量
が

二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び

お
も
り
を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い

う
。
）
。
た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
を
超
え

る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業
所
の

検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
六
年
九
月
十
七
日
か
ら
令
和
七
年
一
月
三
十

一
日
ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平

成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
六
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
一
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

練
馬
区
及
び
江
戸
川
区

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
一
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

北
区
及
び
足
立
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
二
ト
ン
以
下
の
も
の
及
び

同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使
用
す
る
ひ
ょ
う
量
が

二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び

お
も
り
を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い

う
。
）
。
た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
を
超
え

る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業
所
の

検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
六
年
八
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
十
八
日
ま

で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
五
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
三
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
一
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

大
田
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
六
年
九
月
六
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠　

	

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡　

	

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
四
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び
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物
、
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三　

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
六
年
七
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

新
宿
区
市
谷
本
村
町
四
十
二
番
一
の
一
部
、

同
番
十
六
、
市
谷
佐
内
町
十
二
番
二
か
ら

同
番
四
ま
で
及
び
十
三
番
か
ら
二
十
番
ま

で

令
和
六
年
六
月
七

日

二　

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
南
砂
五

丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン

を
超
え
る
も
の
及
び
同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使

用
す
る
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
以
下
の
も
の
（
分
銅

及
び
お
も
り
を
含
む
。
）

三

検
査
期
日

令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
駐
車
場
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

小
田
急
電
鉄
株
式
会
社

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
駐
車
場
事
業
第
二
十
六
号

新
宿
駅
西
口
駐
車
場

三

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

　

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条

第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
通
行
す
る
車
両
の
総
重
量
の

最
高
限
度
が
車
両
の
長
さ
及
び
軸
距
に
応
じ
最
大
二
十
五
ト
ン
で
あ

る
道
路
を
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
六
年
七
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

路
線
名
及
び
指
定
区
間

別
表
の
と
お
り

二

指
定
期
日

令
和
六
年
七
月
一
日

別
表

路　

線　

名

指　
　

定　
　

区　
　

間

言
問
大
谷
田

荒
川
区
南
千
住
三
丁
目
百
一
番
十
八
地
先

か
ら
同
区
南
千
住
八
丁
目
一
番
七
十
九
地

先
ま
で

王
子
千
住
夢
の
島

江
東
区
新
砂
二
丁
目
六
百
三
十
三
番
一
地

先
か
ら
同
所
六
百
三
十
二
番
十
五
地
先
ま

で

新
宿
国
立

府
中
市
武
蔵
野
台
一
丁
目
六
番
三
地
先
か

ら
同
市
北
山
町
二
丁
目
一
番
三
地
先
ま
で

府
中
所
沢

府
中
市
北
山
町
二
丁
目
一
番
三
地
先
か
ら

同
市
本
宿
町
二
丁
目
十
九
番
十
四
地
先
ま

で

長
沼
北
野

八
王
子
市
長
沼
千
三
百
五
番
十
二
地
先
か

ら
同
市
北
野
町
五
百
六
十
七
番
九
地
先
ま

で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
一
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
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令
和
六
年
七
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

三
の
表
㈠
の
部
株
式
会
社
福
井
銀
行
の
項
を
削
り
、
同
表
㈡
の
部

楽
天
銀
行
株
式
会
社
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

株
式
会
社
福
井
銀
行　

同
右

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
四
号

令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
四
百
九
十
三
号
（
道
路
交
通
法
第
百
十

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
の
徴
収
委
託
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
七
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一
の
表
中

「

株
式
会
社
足
立
自
動
車
学
校

足
立
区
東
六
月
町
三
番
一
号
」

を「

株
式
会
社
足
立
自
動
車
学
校

株
式
会
社
新
小
岩
自
動
車
教

習
所

足
立
区
東
六
月
町
三
番
一
号

葛
飾
区
奥
戸
四
丁
目
二
番
一

号

」

に
改
め
る
。

告
　
　
　
示
（
公
）

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が

あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道
路
情
報
を
収
集
し
、
上
空
障
害
箇

所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
走
行
す
る
こ
と
。

別
表

路　

線　

名

指　
　

定　
　

区　
　

間

言
問
大
谷
田

荒
川
区
南
千
住
三
丁
目
百
一
番
十
八
地
先

か
ら
同
区
南
千
住
八
丁
目
百
八
十
一
番
七

十
九
地
先
ま
で

三
ツ
木
八
王
子

武
蔵
村
山
市
三
ツ
木
三
十
八
番
五
地
先
か

ら
立
川
市
一
番
町
四
丁
目
四
十
四
番
地
先

ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
二
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
の
級
別
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
六
年
七
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

名
称

級
別

所
在
地

変
更
年

月
日

変
更
前

変
更
後

東
京
国
際
ク

ル
ー
ズ
タ
ー

ミ
ナ
ル

一
級

特
級

江
東
区
青
海
二
丁
目

八
番
、
同
所
地
先
及

び
品
川
区
東
八
潮
二

番

令
和
七

年
四
月

一
日

晴
海
客
船
タ

ー
ミ
ナ
ル

二
級

一
級

中
央
区
晴
海
五
丁
目

七
番
一
号

同
右

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
三
号

平
成
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
二
号
（
東
京
都
の
指
定
金
融

機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
併

せ
て
、
同
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
道
路
を
通
行

す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車

両
の
通
行
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
六
年
七
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

路
線
名
及
び
指
定
区
間

別
表
の
と
お
り

二

指
定
期
日

令
和
六
年
七
月
一
日

三

通
行
方
法

一
の
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・

一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
は
、
次
の
通
行
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

㈠　

走
行
位
置
の
指
定

ト
ン
ネ
ル
等
の
上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積

載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
車
線

か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接

す
る
施
設
等
に
出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み

出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空
障
害
物
に
接
触
し
な
い

よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。

㈡　

後
方
警
戒
措
置

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危

険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦

寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
又
は
横
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー

ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
が
黒
色

の
板
等
に
黄
色
の
反
射
塗
料
そ
の
他
反
射
性
を
有
す
る
材
料
で

「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見
や
す
い
箇

所
に
掲
げ
る
こ
と
。

㈢　

道
路
情
報
の
収
集

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
216号

道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
108条

の
４
第
１
項

及
び
指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
２
年
国
家
公
安
委
員
会

規
則
第
１
号
）
第
１
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
７
月
１
日
付
け

で
指
定
講
習
機
関
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
規
則
第
３

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
７
月
１
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
公
安
委
員
会
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令
和
六
年
七
月
一
日

公
　
　
　
告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
六
年
七
月
一
日

　
　
　
　
　
　

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂　

木　

竜　

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名　
　

清
瀬
市
中
清
戸
三
丁
目
四
百
十
八

番
一
、
同
番
一
地
先
、
同
番
三
か

ら
同
番
八
ま
で
、
四
百
十
九
番
一

及
び
同
番
四
か
ら
同
番
九
ま
で

国
分
寺
市
泉
町
三
丁
目
六
番
四

号株
式
会
社
富
晴

　

代
表
取
締
役　

富
田　

譲
治

埼
玉
県
日
高
市
大
字
上
鹿
山
百

六
十
三
番
地
五

株
式
会
社
ア
イ
ム
ホ
ー
ム

　

代
表
取
締
役　

塚
田　

吉
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
廣
　
瀨
　
道
　
明

記

指
定
講
習
機
関
の
名
称
、

住
所
及
び
代
表
者
の
氏

名

特
定
講
習
を
行
う

事
務
所
の
名
称
及

び
所
在
地

特
定
講
習
の
種
別

株
式
会
社
新
小
岩
自
動

車
教
習
所

葛
飾
区
奥
戸
四
丁
目
２

番
１
号

増
田
　
充
孝

新
小
岩
自
動
車
学

校葛
飾
区
奥
戸
四
丁

目
２
番
１
号

若
年
運
転
者
講
習

告
　
　
　
示
（
交
）

◉
交
通
局
告
示
第
三
号

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告

示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地　
　

リ
ン
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
株
式
会
社

千
代
田
区
内
幸
町
二
丁
目
一
番
六
号

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
又

は
歳
出
の
内
容

Ｇ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ　

Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ
ｏ　

Ｐ
ａ
ｓ
ｓ
等
各
種
企
画
乗

車
券
に
係
る
収
入
金

三　

指
定
日

令
和
六
年
七
月
一
日

四　

委
託
日



10令和6年7月1日（月曜日）（第18094号） 東　京　都　公　報

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇


